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(57)【要約】
【課題】薬液回収の際、中継管路を薬液供給管路の排出
口に接続すると、確実に薬液供給管路の薬液採取口が蓋
体によって塞がれる構成を具備する内視鏡洗浄消毒装置
を提供する。
【解決手段】薬液貯留部５と、薬液供給管路１０と、薬
液供給管路１０の一端部に設けられた第１開口部Ａと、
薬液供給管路１０の他端部に設けられた第２開口部Ｂと
、薬液供給管路１０の頂部１１ｐに設けられた、薬液供
給管路１０から薬液Ｍを採取するための第３開口部Ｂと
、第３開口部Ｂを被覆自在な蓋体１５と、第３開口部Ｂ
を覆う第１の位置と、第３開口部Ｂが露出されるととも
に中継管路４０が第２開口部Ｃに接続された際、中継管
路４０が蓋体１５の一部に当たる第２の位置とに蓋体１
５を移動自在に保持する保持部と、を具備し、第２開口
部Ｂに中継管路４０が接続された際、蓋体１５が中継管
路４０に押圧されて、保持部に保持された状態で第２の
位置から第１の位置に移動する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬液が貯留された薬液貯留部と、
　前記薬液貯留部に一端部が接続された薬液供給管路と、
　前記薬液供給管路の前記一端部に設けられた、前記薬液貯留部から前記薬液を取り込む
第１開口部と、
　前記薬液供給管路の他端部に設けられた、前記薬液貯留部から取り込んだ前記薬液を排
出するとともに、中継管路が接続自在な第２開口部と、
　前記薬液供給管路の前記一端部に対向する頂部に設けられた、前記薬液供給管路から前
記薬液を採取するための第３開口部と、
　前記第３開口部を被覆自在な蓋体と、
　前記第３開口部を覆う第１の位置と、前記第３開口部が露出されるとともに前記中継管
路が前記第２開口部に接続された際、前記中継管路が前記蓋体の一部に当たる第２の位置
とに前記蓋体を移動自在に保持する保持部と、
　を具備し、
　前記第２開口部に前記中継管路が接続された際、前記蓋体が前記中継管路に押圧されて
、前記保持部に保持された状態で前記第２の位置から前記第１の位置に移動することを特
徴とする内視鏡洗浄装置。
【請求項２】
　前記保持部は、前記蓋体と前記薬液供給管路の前記頂部側の部位の一部を覆う外装部材
とを連結するとともに回動軸を有する連結部から構成されており、
　前記蓋体は、前記連結部の前記回動軸を回動中心として、前記第１の位置と前記第２の
位置との間において回動自在であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄消毒装
置。
【請求項３】
　前記保持部は、さらに板バネを有し、
　前記第２開口部に前記中継管路が接続され前記蓋体が前記中継管路に押圧された際、前
記板バネが変形することにより、前記蓋体が、前記回動軸を回転中心として前記第２の位
置から前記第１の位置に回転することを特徴とする請求項２に記載の内視鏡洗浄消毒装置
。
【請求項４】
　前記第３開口部は、前記薬液供給管路の前記頂部において、前記蓋体の回動範囲内に位
置していることを特徴とする請求項２または３に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項５】
　前記保持部は、前記薬液供給管路の前記頂部側の部位の一部を覆う外装部材に形成され
たガイド孔と、該ガイド孔内に嵌入されているとともに前記蓋体に接続されたガイド部材
とから構成されており、
　前記蓋体は、前記ガイド孔内において前記ガイド部材が移動自在なことにより、前記第
１の位置と前記第２の位置との間においてスライド移動自在であることを特徴とする請求
項１に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項６】
　前記第２開口部に前記中継管路が接続され前記蓋体が前記中継管路に押圧された際、前
記ガイド孔内を前記ガイド部材が移動することにより、前記蓋体は、前記第２の位置から
前記第１の位置へとスライド移動することを特徴とする請求項５に記載の内視鏡洗浄消毒
装置。
【請求項７】
　前記薬液供給管路は、前記薬液貯留部に接続された前記一端部から重力方向に沿って延
在するとともに前記頂部に前記第３開口部が設けられた第１管路と、前記第１管路から分
岐するとともに前記他端部に前記第２開口部が設けられた第２管路とを有することを特徴
とする請求項１～６のいずれか１項に記載の内視鏡洗浄装置。
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【請求項８】
　前記薬液供給管路の前記一端部と前記頂部との間に、前記薬液が前記頂部から前記一端
部側へと逆流するのを防ぐ逆止弁が設けられていることを特徴とする請求項１～７のいず
れか１項に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬液供給管路の頂部に、薬液供給管路から薬液を採取するための開口部が設
けられた内視鏡洗浄消毒装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡洗浄消毒装置を用いた内視鏡の薬液処理は、薬液貯留部に貯留された薬液が、ポ
ンプの駆動に伴い薬液供給管路の一端部に設けられた第１開口部である流入口を介して薬
液供給管路内に取り込まれ、その後、薬液供給管路の他端部に設けられた第２開口部であ
る排出口を介して内視鏡が収納された洗浄消毒槽に供給されることにより行われる。
【０００３】
　また、内視鏡の薬液処理を確実に行うためには薬液の濃度管理が重要なことから、薬液
濃度のチェックは、薬液処理工程毎に行われるのが一般的である。
【０００４】
　薬液濃度のチェックは、特許文献１に示すように、薬液供給管路の中途位置に設けられ
たサンプル貯留室の第３開口部である薬液採取口を介して、試験紙をサンプル貯留室に貯
留された薬液に浸漬させる等により行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－３８４３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここで、薬液処理に用いる薬液には使用期限がある。よって、使用期限を経過した薬液
は、薬効が低下しているため薬液処理に用いることはできなくなる。このため、使用期限
が経過した薬液が薬液貯留部に貯留されている場合には、薬液供給管路の排出口に、中継
管路である薬液回収ホースを接続して、その後ポンプを駆動することにより、薬液回収ホ
ースを介して、回収タンク等に使用期限が経過した薬液を回収している。
【０００７】
　ところが、特許文献１に示す構成においては、薬液採取口に蓋体が設けられていないこ
とから、薬液回収工程を行うと、薬液採取口から薬液が噴出してしまい、使用者が被爆し
てしまう可能性があった。
【０００８】
　尚、当然、薬液採取口を蓋体で塞ぐ構成も考えられるが、使用者が蓋体を閉め忘れてし
まうと、同様に、薬液回収工程中に、薬液採取口から薬液が噴出してしまい、使用者が被
爆してしまう可能性があった。
【０００９】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたものであり、薬液回収の際、中継管路を薬液供給管
路の排出口に接続すると、確実に薬液供給管路の薬液採取口が蓋体によって塞がれる構成
を具備する内視鏡洗浄消毒装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため本発明の一態様における内視鏡洗浄消毒装置は、薬液が貯留さ
れた薬液貯留部と、前記薬液貯留部に一端部が接続された薬液供給管路と、前記薬液供給
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管路の前記一端部に設けられた、前記薬液貯留部から前記薬液を取り込む第１開口部と、
前記薬液供給管路の他端部に設けられた、前記薬液貯留部から取り込んだ前記薬液を排出
するとともに、中継管路が接続自在な第２開口部と、前記薬液供給管路の前記一端部に対
向する頂部に設けられた、前記薬液供給管路から前記薬液を採取するための第３開口部と
、前記第３開口部を被覆自在な蓋体と、前記第３開口部を覆う第１の位置と、前記第３開
口部が露出されるとともに前記中継管路が前記第２開口部に接続された際、前記中継管路
が前記蓋体の一部に当たる第２の位置とに前記蓋体を移動自在に保持する保持部と、を具
備し、前記第２開口部に前記中継管路が接続された際、前記蓋体が前記中継管路に押圧さ
れて、前記保持部に保持された状態で前記第２の位置から前記第１の位置に移動する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、薬液回収の際、中継管路を薬液供給管路の排出口に接続すると、確実
に薬液供給管路の薬液採取口が蓋体によって塞がれる構成を具備する内視鏡洗浄消毒装置
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置における薬液を回収する構成のみを概略的
に示す図
【図２】図１の消毒液ノズルにおける、図１中のII線で囲った部位の拡大斜視図
【図３】図２の消毒液ノズルを、図２中のIII方向からみた図
【図４】図３の蓋体が薬液採取口から開成されている状態を示す図
【図５】図４の蓋体が排出口に接続された薬液回収ホースの口金によって押圧された状態
を示す図
【図６】第２実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置における薬液採取口が蓋体によって塞がれ
た状態を示す図
【図７】図６の蓋体が薬液採取口から開成されている状態を示す図
【図８】図７の蓋体が排出口に接続された薬液回収ホースの口金によって押圧された状態
を示す図
【図９】第３実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置における薬液採取口が蓋体によって塞がれ
た状態を示す斜視図
【図１０】図９の消毒液ノズルを、図９中のX方向からみた図
【図１１】図１０の蓋体が薬液採取口から開成されている状態を示す図
【図１２】図１１の蓋体が排出口に接続された薬液回収ホースの口金によって押圧された
状態を示す図
【図１３】内視鏡洗浄消毒装置の一例を、トップカバーが開放され、洗浄消毒槽に内視鏡
が収納自在な状態において示す内視鏡洗浄消毒装置の斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００１４】
　（第１実施の形態）
　図１は、本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置における薬液を回収する構成のみを概略的
に示す図、図２は、図１の消毒液ノズルにおける、図１中のII線で囲った部位の拡大斜視
図、図３は、図２の消毒液ノズルを、図２中のIII方向からみた図、図４は、図３の蓋体
が薬液採取口から開成されている状態を示す図、図５は、図４の蓋体が排出口に接続され
た薬液回収ホースの口金によって押圧された状態を示す図である。
【００１５】
　図１に示すように、内視鏡洗浄消毒装置１は、薬液Ｍが貯留される薬液貯留部５を具備
している。尚、薬液Ｍとしては、例えば消毒液が挙げられるが、消毒液に限定されるもの
ではない。
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【００１６】
　薬液貯留部５には、薬液供給管路１０の一端部１１ｉが接続されている。薬液供給管路
１０は、薬液貯留部５よりも高い位置に設けられた図１の２点鎖線にて示す洗浄消毒槽４
に、薬液貯留部５内の薬液Ｍを供給する。
【００１７】
　具体的には、薬液供給管路１０は、薬液貯留部５に接続された一端部１１ｉから重力方
向Ｊに沿って延在する第１管路１１を具備している。
【００１８】
　尚、第１管路１１の一端部１１ｉには、薬液貯留部５から薬液Ｍを取り込む第１開口部
である流入口Ａが形成されている。
【００１９】
　第１管路１１は、洗浄消毒槽４において、後述するテラス部５１のテラス面５１ｔ（い
ずれも図１３参照）よりも重力方向Ｊとは反対の方向（以下、単に上方と称す）に、一端
部１１ｉに対向する頂部１１ｐ側が突出して位置している。よって、第１管路１１は、洗
浄消毒槽４に設けられる消毒液ノズル２３の一部を構成している。
【００２０】
　尚、第１管路１１におけるテラス面５１ｔよりも上方に突出した頂部１１ｐ側の部位は
、頂部１１ｐを除き外装部材２３ｇによって覆われている。
【００２１】
　尚、外装部材２３ｇは、洗浄消毒槽４に設けられる消毒液ノズル２３の外装部材を構成
している。また、以下、第１管路１１の外装部材２３ｇよりも上方に突出した頂部１１ｐ
を有する部位を突出部１１ｃと称す。
【００２２】
　また、薬液供給管路１０は、第１管路１１における外装部材２３ｇによって覆われた部
位から分岐する第２管路１２を具備している。尚、第２管路１２は、第１管路１１から洗
浄消毒槽４に向けて斜め下方に傾斜している。
【００２３】
　第２管路１２の洗浄消毒槽４に向けて開口する薬液供給管路１０の他端部１２ｔには、
薬液貯留部５から流入口Ａを介して取り込んだ薬液Ｍが洗浄消毒槽４に向けて排出される
第２開口部である排出口Ｃが形成されている。
【００２４】
　尚、排出口Ｃは、頂部１１ｐよりも低く位置している。また、第２管路１２も、洗浄消
毒槽４に設けられた消毒液ノズル２３の一部を構成している。
【００２５】
　また、排出口Ｃには、中継管路である薬液回収ホース４０が接続自在となっている。薬
液回収ホース４０は、薬液貯留部５内の使用期限が経過した薬液Ｍを回収するため排出口
Ｃに接続されるものであり、排出口Ｃには、薬液回収ホース４０の一端に設けられた口金
４１が接続自在となっている。尚、薬液回収ホース４０の他端には、回収した薬液Ｍが貯
留される薬液回収タンク４５または図示しない薬液処理槽が接続されている。
【００２６】
　よって、排出口Ｃに薬液回収ホース４０の口金４１が接続され、後述する薬液供給部材
６が駆動されると、薬液貯留部５内の薬液Ｍは、流入口Ａを介して薬液供給管路１０内に
取り込まれ、排出口Ｃを介して薬液回収ホース４０内に進入し、その後、薬液回収タンク
４５に回収される構成となっている。
【００２７】
　また、第１管路１１の一端部１１ｉと頂部１１ｐとの間の中途位置に、薬液貯留部５か
ら薬液供給管路１０の流入口Ａを介して取り込まれた薬液Ｍが、薬液供給管路１０の排出
口Ｃから排出されるよう駆動する薬液供給部材６が設けられている。
【００２８】
　尚、薬液供給部材６としては流体供給ポンプ等が挙げられるが、ポンプに限定されず、
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薬液貯留部５を収縮させて薬液Ｍを押し出すものや、薬液貯留部５内を加圧するもの等で
あっても構わない。この場合、薬液供給部材６の配置位置は薬液貯留部５に隣接する。
【００２９】
　さらに、第１管路１１の一端部１１ｉと頂部１１ｐとの間の中途位置、具体的には、薬
液供給部材６よりも頂部１１ｐ側に、薬液Ｍが頂部１１ｐ側から一端部１１ｉ側へと逆流
するのを防ぐ逆止弁７が設けられている。
【００３０】
　また、逆止弁７は、薬液供給部材６の駆動に伴って、排出口Ｃから排出される薬液Ｍの
内、薬液供給部材６の駆動停止に伴い排出口Ｃから排出されずに、薬液貯留部５側に重力
落下した薬液Ｍを受け止め、第１管路１１の逆止弁７よりも頂部１１ｐ側内に、所定量の
薬液Ｍを貯留させるよう機能する。
【００３１】
　ここで、第１管路１１の頂部１１ｐ、具体的には、突出部１１ｃにおける頂面１１ｔに
、第１管路１１内から薬液Ｍを採取するための第３開口部である薬液採取口Ｂが形成され
ている。
【００３２】
　尚、薬液採取口Ｂの形成位置は、突出部１１ｃにおける頂部１１ｐであれば、頂面１１
ｔに限定されず、例えば斜め上方の面等、どこに形成されていても構わない。
【００３３】
　薬液採取口Ｂは、第１管路１１の内部に、テストストリップ等の試験紙を導入して、逆
止弁７によって第１管路１１内に貯留された薬液Ｍに試験紙の先端側を浸漬させる際、試
験紙が通過する開口である。尚、薬液採取口Ｂは試験紙に限定されず、第１管路１１の内
部から直接、薬液Ｍを採取するためのピペット等が通過する開口であってもよい。
【００３４】
　尚、薬液採取口Ｂが、第１管路１１の頂部１１ｐに形成されていることから、作業者は
、薬液Ｍの濃度をチェックする際、内視鏡洗浄消毒装置１の上方から立ったまま作業を行
えば良くなっており、しゃがむ必要がない構成となっている。
【００３５】
　また、突出部１１ｃにおける頂部１１ｐにおいて、頂面１１ｔ及び外周側面に、薬液採
取口Ｂを取り囲むように、シール部材８が設けられている。
【００３６】
　さらに、薬液採取口Ｂは、薬液供給管路１０内の薬液Ｍまたは薬液Ｍの臭気が内視鏡洗
浄消毒装置１外に漏れてしまうのを防ぐキャップ状の蓋体１５によって被覆自在である。
【００３７】
　蓋体１５は、内部に有底穴を有するキャップ部１５ａのシール面１５ａｍ（いずれも図
３参照）がシール部材８に水密気密に密着するとともに薬液採取口Ｂを塞ぐよう突出部１
１ｃを覆う図２、図３に示す第１の位置と、薬液採取口Ｂが露出されるとともに排出口Ｃ
に薬液回収ホース４０の口金４１が接続された際、口金４１が蓋体１５の一部に当たる図
４に示す第２の位置とに、保持部２０によって移動自在に保持されている。
【００３８】
　尚、第１の位置において、蓋体１５のキャップ部１５ａは、シール面１５ａｍがシール
部材８に密着するとともに薬液採取口Ｂを塞いでおれば、突出部１１ｃを遊嵌状態におい
て被覆しても構わない。即ち、蓋体１５により薬液採取口Ｂが塞がれた状態において、キ
ャップ部１５ａの有底穴と突出部１１ｃの外周側面との間に間隙が形成されていても構わ
ない。
【００３９】
　次に、蓋体１５の構成について、図２～図５を用いて示す。
【００４０】
　図２～図５に示すように、蓋体１５は、保持部２０によって、外装部材２３ｇの頂面２
３ｔに接続されている。
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【００４１】
　具体的には、保持部２０は、蓋体１５に接続された第１の固定部材１８と、外装部材２
３ｇの頂面２３ｔに接続された第２の固定部材１９と、回動軸１６ｒを有するとともに、
一端１６ａが第１の固定部材１８に接続されるとともに他端１６ｂが第２の固定部材１９
に接続された連結部であるヒンジ１６と、ヒンジ１６に固定された板バネ１７とを有して
主要部が構成されている。
【００４２】
　よって、蓋体１５は、ヒンジ１６の回動軸１６ｒを支点として上述した第１の位置と第
２の位置との間において、第１の固定部材１８とともに回動自在となっている。尚、第１
の位置によって、蓋体１５のキャップ部１５ａにおけるシール面１５ａｍによって薬液採
取口Ｂが覆われるよう、薬液採取口Ｂは、第１管路１１の頂部１１ｐにおいて、蓋体１５
の回動範囲内に位置している必要がある。
【００４３】
　また、蓋体１５の第１の位置から第２の位置への回転、または第２の位置から第１の位
置への回転は、通常は作業者によって行われる。即ち、薬液採取口Ｂを塞ぐときは、作業
者は、図４に示す第２の位置から図２、図３に示す第１の位置へと蓋体１５を半時計周り
に回転させ、薬液採取口Ｂを介して薬液Ｍの採取を行うときは、作業者は、図２、図３に
示す第１の位置から図４に示す第２の位置置へと蓋体１５を時計周りに回転させる。
【００４４】
　ここで、本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置１においては、蓋体１５の図４に示す第２
の位置から図２、図３に示す第１の位置への回転は、排出口Ｃに薬液回収ホース４０の口
金４１が接続されることにより、蓋体１５が口金４１によって押圧されることにより、板
バネ１７が変形することにより自動的に行われる構成を有している。
【００４５】
　以下、排出口Ｃへの薬液回収ホース４０の接続により、蓋体１５が第２の位置から第１
の位置へと自動的に移動する構成を説明する。
【００４６】
　先ず、図４に示すように、蓋体１５が第２の位置に位置しているときは、板バネ１７に
より、ヒンジ１６の一端１６ａ及び他端１６ｂには、それぞれ矢印α方向の力が付与され
ることから、蓋体１５が第２の位置から不意に半時計周りに回転することがないよう固定
されているとともに、上述したように、薬液採取口Ｂが露出されるとともに排出口Ｃに薬
液回収ホース４０の口金４１が接続された際、口金４１が蓋体１５の一部、例えば底部１
５ｂに当たるよう蓋体１５は位置している。
【００４７】
　尚、蓋体１５は、第２管路１２の外周側面に対し、板バネ１７によって押し付けられて
固定されていても構わない。また、蓋体１５の開成状態が固定できることから、薬液採取
口Ｂからの薬液Ｍの濃度チェック作業が行いやすくなる利点もある。
【００４８】
　次いで、排出口Ｃに薬液回収ホース４０の口金４１が接続されると、図５に示すように
、口金４１は、蓋体１５の底部１５ｂに接触するとともに、接続方向Ｖにおいて、排出口
Ｃに完全に接続されるまで蓋体１５を押圧する。
【００４９】
　その結果、口金４１によって押圧された蓋体１５は、口金４１が排出口Ｃに完全に接続
されるまでヒンジ１６の回動軸１６ｒを回動中心として半時計周りに回転し始める。尚、
この際、蓋体１５の口金４１が接触する底部１５ｂは、口金４１の接続方向Ｖへの押圧に
より半時計周りに回転しやすい形状、例えば円弧状に形成されていることが好ましい。
【００５０】
　その後、蓋体１５が所定の角度回転すると、板バネ１７は、蓋体１５に対する口金４１
の接続方向Ｖへの押圧により蓋体１５が半時計周りに回転することに伴って変形すること
によって生じる反力により、図２、図３に示すように、蓋体１５は、保持部２０によって
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保持された状態において、回動軸１６ｒを回動中心として、キャップ部１５ａのシール面
１５ａｍが薬液採取口Ｂを塞ぐ第１の位置まで自動的に回転移動する。尚、上述した所定
の角度とは、第２の位置から蓋体１５が少しでも回転した角度であっても構わない。
【００５１】
　また、この第１の位置においては、図３に示すように、ヒンジ１６の一端１６ａ及び他
端１６ｂには、それぞれ矢印β方向の力が付与されることから、蓋体１５が第１の位置か
ら不意に時計周りに回転してしまうことがないよう固定される。
【００５２】
　尚、その他の内視鏡洗浄消毒装置１の構成は、従来と同じであるため、その説明は省略
する。
【００５３】
　このように、本実施の形態においては、排出口Ｃに、薬液回収ホース４０の口金４１を
接続すると、蓋体１５が口金４１に押圧され、さらに板バネ１７の反力により、蓋体１５
は、薬液採取口Ｂが露出される第２の位置から薬液採取口Ｂが塞がれる第１の位置まで保
持部２０によって保持された状態で自動的に回動すると示した。
【００５４】
　このことによれば、薬液貯留部５内の使用期限の経過した薬液Ｍを回収する際、作業者
が薬液採取口Ｂに蓋体１５を閉め忘れたとしても、排出口Ｃに薬液回収ホース４０を接続
するのみで、確実に薬液採取口Ｂを塞ぐことができることから、薬液供給部材６を駆動し
て、薬液貯留部５から、薬液供給管路１０、薬液回収ホース４０を介して薬液回収タンク
４５内または図示しない薬液処理槽内に使用期限の経過した薬液Ｍを回収する際、薬液採
取口Ｂから薬液Ｍが噴出してしまい、使用者が被爆してしまうことがない。
【００５５】
　尚、薬液Ｍを回収する際における薬液採取口Ｂから薬液Ｍの噴出は、第１管路１１に逆
止弁７が設けられていることにより、逆止弁７よりも頂部１１ｐ側内に、所定量の薬液Ｍ
を貯留されることから、薬液採取口Ｂを蓋体１５によって閉め忘れているとより顕著とな
るが、本実施の形態の構成では、薬液Ｍを回収する際は、必ず薬液採取口Ｂは蓋体１５に
よって塞がれることから、逆止弁７が第１管路１１に設けられた構成であっても、より確
実に薬液回収の際の使用者の被爆を防ぐことができる。
【００５６】
　以上から、薬液回収の際、薬液回収ホース４０を排出口Ｃに接続すると、確実に薬液採
取口Ｂが蓋体１５によって塞がれる構成を具備する内視鏡洗浄消毒装置１を提供すること
ができる。
【００５７】
（第２実施の形態）
　図６は、本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置における薬液採取口が蓋体によって塞がれ
た状態を示す図、図７は、図６の蓋体が薬液採取口から開成されている状態を示す図、図
８は、図７の蓋体が排出口に接続された薬液回収ホースの口金によって押圧された状態を
示す図である。
【００５８】
　この第２実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置の構成は、上述した図１～図５に示した第１
実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置と比して、排出口に薬液回収ホースが接続された際にお
ける蓋体を第２の位置から第１の位置へ自動的に移動させる保持部の構造が異なる。よっ
て、第１実施の形態と同様の構成には同じ符号を付し、その説明は省略する。
【００５９】
　本実施の形態においては、図６～図８に示すように、蓋体１１５を、薬液採取口Ｂを塞
ぐ第１の位置と、薬液採取口Ｂが露出されるとともに排出口Ｃに薬液回収ホース４０の口
金４１が接続された際、口金４１が蓋体１１５の一部に当たる第２の位置とに移動自在に
保持する保持部２０は、外装部材２３ｇに対し、重力方向Ｊに直交する方向Ｑに沿って形
成されたガイド孔２３ｈと、ガイド孔２３ｈに嵌入されているとともに蓋体１１５に接続
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されたガイド部材１１６とから主要部が構成されている。
【００６０】
　尚、ガイド部材１１６は、図６～図８に示すように、ガイド孔２３ｈ内において方向Ｑ
において移動自在となっていることから、ガイド部材１１６が接続された蓋体１１５も方
向Ｑにおいて移動自在となっている。
【００６１】
　具体的には、蓋体１１５は、図６に示す蓋体１１５の方向Ｑに沿ったシール部１１５ａ
が薬液採取口Ｂを塞ぐ第１の位置と、図７に示す蓋体１１５のシール部１１５ａが薬液採
取口Ｂから方向Ｑにおいて離間する第２の位置との間において、方向Ｑにおいてスライド
移動自在となっている。
【００６２】
　尚、本実施の形態においては、薬液採取口Ｂの頂面は、第１の位置において蓋体１１５
のシール部１１５ａにおいて塞がれるよう、方向Ｑと平行な面に形成されているとともに
、シール部１１５ａの薬液採取口Ｂを塞ぐシール面１１５ａｍの方向Ｑにおける延長線上
に位置している。
【００６３】
　また、図６に示すように、第１の位置においては、蓋体１１５は、外装部材２３ｇの頂
面２３ｔに設けられたロック部材６０によって、第１の位置から不意に移動してしまうこ
とがないよう固定されている。
【００６４】
　具体的には、ロック部材６０は、シール部１１５ａの先端１１５ａｔ側が嵌入するとと
もに、先端１１５ａｔが当接する側面６０ｇを有するよう重力方向Ｊに沿って形成された
ロック孔６０ｒと、頂面が薬液採取口Ｂの頂面と略同じ高さに形成された係止部６０ｋと
、ロック部材６０の頂面から重力方向Ｊに沿って延在するとともにロック孔６０ｒに嵌入
されたシール部１１５ａの先端１１５ａｔ側を係止部６０ｋに向けて重力方向Ｊに押圧す
る弾性部材６１とを具備して主要部が構成されている。
【００６５】
　図６に示すように、シール部１１５ａが第１の位置へと移動されるに当たり、先端１１
５ａｔ側がロック孔６０ｒに嵌入する際、先端１１５ａｔ側は弾性部材６１を上方へと押
し上げるとともに、第１の位置へと移動後、先端１１５ａｔが側面６０ｇに当接されると
、押し上げた弾性部材６１によって、先端１１５ａｔ側が係止部６０ｋに向けて押圧され
ることによって、蓋体１１５は、第１の位置において固定される。
【００６６】
　ここで、本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置１においても、蓋体１１５の図７に示す第
２の位置から図６に示す第１の位置へのスライド移動は、排出口Ｃに薬液回収ホース４０
の口金４１が接続されることにより、蓋体１１５が口金４１によって押圧されることによ
って自動的に行われる構成を有している。
【００６７】
　以下、排出口Ｃへの薬液回収ホース４０の接続により、蓋体１１５が第２の位置から第
１の位置へと自動的に移動する構成を説明する。
【００６８】
　先ず、図７に示すように、蓋体１１５が第２の位置に位置しているときは、上述したよ
うに、薬液採取口Ｂが露出されるとともに排出口Ｃに薬液回収ホース４０の口金４１が接
続された際、口金４１が蓋体１１５の排出口Ｃ側に位置している被押圧部１１５ｂに当た
るよう蓋体１１５は位置している。
【００６９】
　次いで、排出口Ｃに薬液回収ホース４０の口金４１が接続されると、図８に示すように
、口金４１は、蓋体１５の被押圧部１１５ｂに接触するとともに、排出口Ｃに完全に接続
されるまで接続方向Ｖにおいて被押圧部１１５ｂを押圧する。
【００７０】
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　その結果、口金４１によって押圧された蓋体１１５のシール部１１５ａは、ガイド孔２
３ｈ内をガイド部材１１６が方向Ｑに沿って、図６に示すように、ガイド部材１１６の突
出端１１６ｐがガイド孔２３ｈの底部２３ｈｅに当接するまでロック部材６０側にスライ
ド移動することにより、保持部２０によって保持された状態において、図６に示す薬液採
取口Ｂを覆う第１の位置まで自動的に方向Ｑにスライド移動する。
【００７１】
　尚、蓋体１１５の第２の位置から第１の位置までスライド移動量は、排出口Ｃへの口金
４１の接続方向Ｖにおける接続量、即ち、蓋体１１５の押し込み量と略等しくなっている
。
【００７２】
　その後、蓋体１１５が第１の位置へと移動される際、上述したように、シール部１１５
ａの先端１１５ａｔ側は弾性部材６１を上方へと押し上げるとともに、第１の位置へ移動
され先端１１５ａｔがロック孔６０ｒに嵌入され側面６０ｇに当接されると、押し上げた
弾性部材６１によって、係止部６０ｋに向けて押圧されることによって、蓋体１１５は、
第１の位置において固定される。
【００７３】
　尚、第１の位置においては、シール部１１５ａのシール面１１５ａｍは、シール部材８
の頂面に密着することにより、蓋体１１５によって薬液採取口Ｂの水密気密が確保されて
いる。
【００７４】
　尚、その他の内視鏡洗浄消毒装置１の構成は、上述した第１実施の形態と同じであるた
め、その説明は省略する。
【００７５】
　このような構成によっても、上述した第１実施の形態と同様の効果を得ることができる
。
【００７６】
（第３実施の形態）
　図９は、本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置における薬液採取口が蓋体によって塞がれ
た状態を示す斜視図、図１０は、図９の消毒液ノズルを、図９中のX方向からみた図、図
１１は、図１０の蓋体が薬液採取口から開成されている状態を示す図、図１２は、図１１
の蓋体が排出口に接続された薬液回収ホースの口金によって押圧された状態を示す図であ
る。
【００７７】
　この第３実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置の構成は、上述した図６～図８に示した第２
実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置と比して、外装部材に形成されるガイド孔が方向Ｑに対
して薬液採取口Ｂ側に斜め下方に傾斜している点が異なる。よって、第１実施の形態と同
様の構成には同じ符号を付し、その説明は省略する。
【００７８】
　本実施の形態においては、図９～図１２に示すように、蓋体１１５を、薬液採取口Ｂを
塞ぐ第１の位置と、薬液採取口Ｂが露出されるとともに排出口Ｃに薬液回収ホース４０の
口金４１が接続された際、口金４１が蓋体１５の一部に当たる第２の位置とに移動自在に
保持する保持部２０は、外装部材２３ｇに対し、重力方向Ｊに直交する方向Ｑに対し薬液
採取口Ｂ側に向かって斜め下方に傾斜する方向Ｔに沿って形成されたガイド孔２３ｈと、
ガイド孔２３ｈに嵌入されているとともに蓋体１１５に接続されたガイド部材１１６とか
ら主要部が構成されている。
【００７９】
　尚、ガイド部材１１６は、図９～図１２に示すように、ガイド孔２３ｈ内において方向
Ｔにおいて移動自在となっていることから、ガイド部材１１６が接続された蓋体１１５も
傾斜する方向Ｔにおいて移動自在となっている。
【００８０】
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　具体的には、蓋体１１５は、図９、図１０に示す蓋体１１５のシール部１１５ａが薬液
採取口Ｂを塞ぐ第１の位置と、図１１に示すシール部１１５ａが薬液採取口Ｂから傾斜す
る方向Ｔにおいて離間する第２の位置との間において、傾斜する方向Ｔにおいてスライド
移動自在となっている。
【００８１】
　尚、本実施の形態においては、薬液採取口Ｂの頂面は、第１の位置においてシール部１
１５ａにおいて塞がれるよう、方向Ｔと平行な面に形成されているとともに、シール部１
１５ａの薬液採取口Ｂを塞ぐシール面１１５ａｍの方向Ｔにおける延長線上に位置してい
る。
【００８２】
　また、図９、図１０に示すように、第１の位置においては、蓋体１１５は、外装部材２
３ｇの頂面２３ｔに設けられたロック部材６０によって、第１の位置から不意に移動して
しまうことがないよう固定されている。
【００８３】
　具体的には、ロック部材６０は、シール部１１５ａの先端１１５ａｔ側が嵌入するとと
もに、先端１１５ａｔが当接する側面６０ｇを有するよう重力方向Ｊに沿って形成された
ロック孔６０ｒと、頂面が薬液採取口Ｂの方向Ｔにおける延長線上に位置する係止部６０
ｋと、ロック孔６０ｒに嵌入された蓋体１１５の先端１１５ａｔ側が上方に浮き上がるの
を防止する抑止部６０ｗとを具備して主要部が構成されている。
【００８４】
　図９、図１０に示すように、蓋体１１５が第１の位置へと移動された際、シール部１１
５ａの先端１１５ａｔ側は、ロック孔６０ｒに方向Ｔに沿って嵌入し、先端１１５ａｔが
側面６０ｇに当接することから、重力により、蓋体１１５のシール部１１５ａのシール面
１１５ａｍは、薬液採取口Ｂのシール部材８に水密気密的に密着する。
【００８５】
　尚、第１の位置において、薬液採取口Ｂのシール部材８からシール部１１５ａの先端１
１５ａｔ側が上方に浮き上がる力は、抑止部６０ｗによって抑制されている。即ち、抑止
部６０ｗから先端１１５ａｔ側を係止部６０ｋに押圧する力が付与されている。このこと
により、蓋体１１５は、第１の位置において固定される。
【００８６】
　ここで、本実施の形態の内視鏡洗浄消毒装置１においても、蓋体１１５の図１１に示す
第２の位置から図９、図１０に示す第１の位置へのスライド移動は、排出口Ｃに薬液回収
ホース４０の口金４１が接続されることにより、蓋体１１５が口金４１によって押圧され
ることによって自動的に行われる構成を有している。
【００８７】
　以下、排出口Ｃへの薬液回収ホース４０の接続により、蓋体１１５が第２の位置から第
１の位置へと自動的に移動する構成を説明する。
【００８８】
　先ず、図１１に示すように、蓋体１１５が第２の位置に位置しているときは、上述した
ように、薬液採取口Ｂが露出されるとともに排出口Ｃに薬液回収ホース４０の口金４１が
接続された際、口金４１が蓋体１１５の排出口Ｃ側に位置している被押圧部１１５ｂに当
たるよう蓋体１１５は位置している。
【００８９】
　次いで、排出口Ｃに薬液回収ホース４０の口金４１が接続されると、図１２に示すよう
に、口金４１は、蓋体１１５の被押圧部１１５ｂに接触するとともに、接続方向Ｖにおい
て蓋体１１５を、排出口Ｃに完全に接続されるまで押圧する。
【００９０】
　その結果、口金４１によって押圧された蓋体１１５は、ガイド孔２３ｈ内を、ガイド部
材１１６が、方向Ｔに沿って、図１０に示すように、ガイド部材１１６の突出端１１６ｐ
がガイド孔２３ｈの底部２３ｈｅに当接するまでロック部材６０側にスライド移動するこ
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とにより、保持部２０によって保持された状態において、図９、図１０に示すシール部１
１５ａが薬液採取口Ｂを覆う第１の位置まで自動的に方向Ｑにスライド移動する。
【００９１】
　その後、蓋体１１５が第１の位置へと移動された後、シール部１１５ａの先端１１５ａ
ｔ側は、方向Ｔに沿ってロック孔６０ｒに嵌入し、先端１１５ａｔが側面６０ｇに当接さ
れると、先端１１５ａｔは、係止部６０ｋに抑止部６０ｗから押圧されることにより、第
１の位置において固定される。
【００９２】
　尚、第１の位置においては、先端１１５ａｔのシール面１１５ａｍは、重力によりシー
ル部材８の頂面に密着することにより、蓋体１１５によって薬液採取口Ｂの水密気密が確
保されている。
【００９３】
　尚、その他の内視鏡洗浄消毒装置１の構成は、上述した第１実施の形態と同じであるた
め、その説明は省略する。
【００９４】
　このような構成によっても、上述した第２実施の形態と同様の効果を得ることができる
。
【００９５】
　次に、本実施の形態において内視鏡洗浄消毒装置１の一例を、図１３を用いて説明する
。図１３は、内視鏡洗浄消毒装置の一例を、トップカバーが開放され、洗浄消毒槽に内視
鏡が収納自在な状態において示す内視鏡洗浄消毒装置の斜視図である。
【００９６】
　同図に示すように、内視鏡洗浄消毒装置１は、使用済みの内視鏡１００を洗浄、消毒す
るための装置であり、装置本体２と、その上部に、例えば図示しない蝶番を介して開閉自
在に接続されたトップカバー１０３とにより、主要部が構成されている。
【００９７】
　トップカバー１０３が、装置本体２に閉じられている状態では、装置本体２とトップカ
バー１０３とは、装置本体２及びトップカバー１０３の互いに対向する位置に配設された
、例えばラッチ１０８により固定される構成となっている。
【００９８】
　装置本体２の操作者が近接する図中前面であって、例えば左半部の上部に、洗剤／アル
コールトレー１１１が、装置本体２の前方へ引き出し自在に配設されている。
【００９９】
　洗剤／アルコールトレー１１１には、内視鏡１００を洗浄する際に用いられる液体であ
る洗浄剤が貯留された洗剤タンク１１１ａと、洗浄消毒後の内視鏡１００を乾燥する際に
用いられる液体であるアルコールが貯留されたアルコールタンク１１１ｂとが収納されて
おり、洗剤／アルコールトレー１１１が引き出し自在なことにより、各タンク１１１ａ、
１１１ｂに、所定に液体が補充できるようになっている。
【０１００】
　尚、洗剤／アルコールトレー１１１には、２つの窓部１１１ｍが設けられており、該窓
部１１１ｍにより、各タンク１１１ａ、１１１ｂに注入されている洗浄剤及びアルコール
の残量が操作者によって確認できるようになっている。
【０１０１】
　また、装置本体２の前面であって、例えば右半部の上部に、消毒液トレー１１２が、装
置本体２の前方へ引き出し自在に配設されている。消毒液トレー１１２には、内視鏡１０
０を消毒する際に用いる、例えば過酢酸等の消毒液が注入された２つの薬液ボトル１１２
ａ、１１２ｂが収納されており、消毒液トレー１１２が、引き出し自在なことにより２つ
の薬液ボトル１１２ａ、１１２ｂを所定にセットできるようになっている。
【０１０２】
　尚、消毒液トレー１１２には、２つの窓部１１２ｍが設けられており、該窓部１１２ｍ



(13) JP 2014-79426 A 2014.5.8

10

20

30

40

50

により、各薬液ボトル１１２ａ、１１２ｂに注入されている洗浄剤及びアルコールの残量
が操作者によって確認できるようになっている。
【０１０３】
　さらに、装置本体２の前面であって、消毒液トレー１１２の上部に、洗浄消毒時間の表
示や、消毒液を加温するための指示釦等が配設されたサブ操作パネル１３が配設されてい
る。
【０１０４】
　また、装置本体２の図中前面の下部に、装置本体２の上部に閉じられているトップカバ
ー１０３を、操作者の踏み込み操作により装置本体２の上方に開くためのペダルスイッチ
１４が配設されている。
【０１０５】
　また、装置本体２の上面の、例えば操作者が近接する前面側の右端寄りに、装置本体２
の洗浄、消毒動作スタートスイッチ、及び洗浄、消毒モード選択スイッチ等の設定スイッ
チ類が配設されたメイン操作パネル２５が設けられているとともに、操作者が近接する前
面側の左端寄りに、近付けられた内視鏡１００から情報を受け取る、例えばＲＦＩＤか構
成された受信部１２５が設けられている。
【０１０６】
　また、装置本体２の上面であって、操作者が近接する前面に対向する背面側に、装置本
体２に水道水を供給するための水道蛇口に接続された図示しない給水ホースが接続される
給水ホース接続口３１が配設されている。尚、給水ホース接続口３１に、水道水を濾過す
るメッシュフィルタが配設されていてもよい。
【０１０７】
　さらに、装置本体２の上面の略中央部に、内視鏡収納口をトップカバー１０３によって
開閉される、内視鏡１００が収納自在な洗浄消毒槽４が設けられている。
【０１０８】
　洗浄消毒槽４は、操作者が近接する前面側に位置する第１の槽本体５０ａと、第１の槽
本体５０ａよりも底面が低く位置しているとともに第１の槽本体５０ａよりも背面側に位
置する第２の槽本体５０ｂと、第１の槽本体５０ａ及び第２の槽本体５０ｂの内視鏡収納
口の外周縁に連続して周設されたテラス部５１とにより構成されている。
【０１０９】
　第１の槽本体５０ａ及び第２の槽本体５０ｂは、使用後の内視鏡１００が洗浄消毒され
る際、該内視鏡１００が収納自在である。尚、第１の槽本体５０ａには、内視鏡１００の
挿入部１００ａ及びユニバーサルコード１００ｃ、内視鏡コネクタ１００ｄが巻回されて
収納され、第２の槽本体５０ｂには、操作部１００ｂが収納される。
【０１１０】
　第２の槽本体５０ｂの底面には、第１の槽本体５０ａ及び第２の槽本体５０ｂに供給さ
れた洗浄液、水、アルコール、消毒液等を第１の槽本体５０ａ及び第２の槽本体５０ｂか
ら排水するための排水口５５が設けられているともに、第１の槽本体５０ａ及び第２の槽
本体５０ｂに供給された洗浄液、水、消毒液等を、内視鏡１００の内部に具備された各管
路に供給する、またはメッシュフィルタ等を介し、後述する給水循環ノズル２４から第１
の槽本体５０ａ及び第２の槽本体５０ｂに再度上記液体を供給するための循環口５６が設
けられている。尚、循環口には、洗浄液等を濾過するメッシュフィルタが設けられていて
も良い。
【０１１１】
　第１の槽本体５０ａの底面の略中央部に、内視鏡１００の各スコープスイッチ等のボタ
ン類、内視鏡１００に併設されている取り外し可能な部品が収容される洗浄ケースが取り
付け自在な洗浄ケース取り付け口１０６と、第１の槽本体５０ａ及び第２の槽本体５０ｂ
に供給された消毒液の温度を測定する温度センサ１３６と、装置本体２内に設けられた図
示しない給水管路を消毒する用の給水管路消毒用ホースの一端が接続される給水管路消毒
用コネクタ１４６とが設けられている。尚、給水管路消毒用コネクタ１４６の他端は、給
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水管路を消毒する際、１つの送気送水／鉗子口用コネクタ３３に接続される。
【０１１２】
　第２の槽本体５０ｂの側面の任意の位置に、第１の槽本体５０ａ及び第２の槽本体５０
ｂに供給された洗浄液、水、消毒液等の水位を検出するカバー付き水位センサ３２が設け
られている。
【０１１３】
　さらに、第１の槽本体５０ａ及び第２の槽本体５０ｂの、例えば３箇所に、装置本体２
の水平載置を確認するための目盛り１９０（図１３には１箇所のみ図示）が設けられてい
る。
【０１１４】
　テラス部５１のテラス面５１ｔに、第１の槽本体５０ａ及び第２の槽本体５０ｂに対し
、洗剤タンク１１１ａから水道水により所定の濃度に希釈される洗浄剤を供給するための
洗剤ノズル２２及び消毒液を供給するための消毒液ノズル２３が設けられている。尚、消
毒液ノズル２３が、上述した第２管路１２における薬液Ｍの排出口Ｃを構成している。
【０１１５】
　また、テラス部５１のテラス面５１ｔに、第１の槽本体５０ａ及び第２の槽本体５０ｂ
に対し給水するための、または循環口５６から吸引した洗浄液、水、消毒液等を、再度第
１の槽本体５０ａ及び第２の槽本体５０ｂに供給するための給水循環ノズル２４と、第１
の槽本体５０ａ及び第２の槽本体５０ｂに供給された洗浄液、水、消毒液等の異常水位を
検知するフロートスイッチ１９１とが設けられている。
【０１１６】
　さらに、テラス部５１のテラス面５１ｔに、内視鏡１００の内部に具備された送気送水
管路及び吸引管路に、洗浄液、水、アルコール、消毒液、またはエア等を供給するための
複数、ここでは２つの送気送水／鉗子口用コネクタ３３と、内視鏡１００の内部に具備さ
れた副送水管路に、洗浄液、水、アルコール、消毒液、またはエア等を供給するための複
数、ここでは２つの副送水／鉗子起上用コネクタ３４と、内視鏡１００の漏水検知用コネ
クタ３５とが設けられている。
【符号の説明】
【０１１７】
　１…内視鏡洗浄消毒装置
　２…装置本体
　４…洗浄消毒槽
　５…薬液貯留部
　６…薬液供給部材
　７…逆止弁
　８…シール部材
　１０…薬液供給管路
　１１…第１管路
　１１ｃ…突出部
　１１ｉ…一端部
　１１ｐ…頂部
　１１ｔ…頂面
　１２…第２管路
　１２ｔ…他端部
　１３…サブ操作パネル
　１４…ペダルスイッチ
　１５…蓋体
　１５ａ…キャップ部
　１５ａｔ…シール部
　１５ａｍ…シール面
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　１５ｂ…底部
　１６…ヒンジ（連結部）
　１６ａ…一端
　１６ｂ…他端
　１６ｒ…回動軸
　１７…板バネ
　１８…第１の固定部材
　１９…第２の固定部材
　２０…保持部
　２２…洗剤ノズル
　２３…消毒液ノズル
　２３ｇ…外装部材
　２３ｈ…ガイド孔
　２３ｈｅ…底部
　２３ｔ…頂面
　２４…給水循環ノズル
　２５…メイン操作パネル
　３１…給水ホース接続口
　３２…水位センサ
　３３…送気送水／鉗子口用コネクタ
　３４…副送水／鉗子起上用コネクタ
　３５…漏水検知用コネクタ
　４０…薬液回収ホース（中継管路）
　４１…口金
　４５…薬液回収タンク
　５０ａ…第１の槽本体
　５０ｂ…第２の槽本体
　５１…テラス部
　５１ｔ…テラス面
　５５…排水口
　５６…循環口
　６０…ロック部材
　６０ｇ…側面
　６０ｋ…係止部
　６０ｒ…ロック孔
　６０ｗ…抑止部
　６１…弾性部材
　１００…内視鏡
　１００ａ…挿入部
　１００ｂ…操作部
　１００ｃ…ユニバーサルコード
　１００ｄ…内視鏡コネクタ
　１０３…トップカバー
　１０６…洗浄ケース取り付け口
　１０８…ラッチ
　１１１…アルコールトレー
　１１１ａ…洗剤タンク
　１１１ｂ…アルコールタンク
　１１１ｍ…窓部
　１１２…消毒液トレー
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　１１２ａ…薬液ボトル
　１１２ｂ…薬液ボトル
　１１２ｍ…窓部
　１１５ａ…シール部
　１１５ａｍ…シール面
　１１５ａｔ…先端
　１１５ｂ…被押圧部
　１１６…ガイド部材
　１１６ｐ…突出端
　１２５…受信部
　１３６…温度センサ
　１４６…給水管路消毒用コネクタ
　１９１…フロートスイッチ
　Ａ…流入口（第１開口部）
　Ｂ…薬液採取口（第３開口部）
　Ｃ…排出口（第２開口部）
　Ｊ…重力方向
　Ｍ…薬液
　Ｑ…方向
　Ｔ…方向
　Ｖ…接続方向
　α…矢印
　β…矢印

【図１】 【図２】

【図３】
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